
■ 認証制度の対象事業所 

認証制度の対象となるのは、奈良県内に所在する介護保険サービスをはじめとした高齢者福祉サービス、

および障害福祉サービス、児童福祉サービス等を提供する事業所となります。以下に該当する事業所であ

れば申請を行うことができます。 

 

サービス名 対象事業種別 

高齢者福祉サービス

【介護保険サービス 

（予防含む）】 

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 特定施設入居者生活介護事業所 

居宅介護支援事業所 訪問介護事業所 訪問入浴事業所 通所介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 短期入所生活介護事業所 

認知症対応型共同生活介護事業所 訪問看護事業所 養護老人ホーム 

訪問リハビリテーション施設 通所リハビリテーション施設 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 軽費老人ホーム（A型、B型、ケアハウス） 

複合型サービス施設（看護小規模多機能型居宅介護事業所） 

介護療養型医療施設 短期入所療養介護事業所 

障害福祉サービス 

居宅介護事業所 重度訪問介護事業所 同行援護事業所 行動援護事業所 

療養介護事業所 生活介護事業所 短期入所事業所 

重度障害者等包括支援事業所 共同生活介護事業所  

障害者支援施設 自立訓練事業所 （機能訓練 /生活訓練） 

宿泊型自立訓練事業所 就労移行支援事業所 

就労継続支援A型事業所 就労継続支援B型事業所 

共同生活援助事業所 指定特定相談支援事業所 

指定地域移行支援事業所 指定地域定着支援事業所 

児童福祉サービス 

保育所 （認可保育所のみ 認可外保育施設は対象外）  

認定こども園 助産施設 乳児院 

母子生活支援施設 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 

障害児相談支援事業所 障害児入所施設 児童発達支援センター 

児童発達支援事業所 
放課後等デイサービス事業

所 
保育所等訪問支援事業所 

児童自立支援施設 児童館 児童家庭支援センター 

小規模保育事業所 事業所内保育事業所 家庭的保育事業所 

小規模住居型児童養育事業所 児童自立生活援助事業所 居宅訪問型保育事業所 

その他 救護施設（保護施設） 授産施設（保護施設）  

 

対象事業種別【改定前】 対象事業種別【改定後】

対象事業所について、社会福祉法に規定する第１種社会福祉事業のうち、「養護老人ホーム」及び「軽費老人ホーム（A型、B型、ケアハウス）」について追加。また、

介護保険サービスのうち、「介護療養型医療施設」及び「短期入所療養介護事業所」を追加。当該施設では「支援員」や「介護職」等を配置する必要があり、他の対
象事業種別の事業所と同様に、人材育成の取り組みや就労環境の向上等により、人材確保、定着を図る必要がある。

第１種社会福祉事業のうち、
養護老人ホーム、

軽費老人ホームを追加
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■ 認証制度の対象事業所 

認証制度の対象となるのは、奈良県内に所在する介護保険サービスおよび障害福祉サービス、児童福祉

サービスを提供する事業所となります。以下に該当する事業所であれば申請を行うことができます。 

 

サービス名 対象事業種別 

介護保険サービス 

（予防含む） 

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 特定施設入居者生活介護事業所 

居宅介護支援事業所 訪問介護事業所 訪問入浴事業所 通所介護事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 短期入所生活介護事業所 

認知症対応型共同生活介護事業所 訪問看護事業所  

訪問リハビリテーション施設 通所リハビリテーション施設 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  

複合型サービス施設（看護小規模多機能型居宅介護事業所） 

障害福祉サービス 

居宅介護事業所 重度訪問介護事業所 同行援護事業所 行動援護事業所 

療養介護事業所 生活介護事業所 短期入所事業所 

重度障害者等包括支援事業所 共同生活介護事業所  

障害者支援施設 自立訓練事業所 （機能訓練 /生活訓練） 

宿泊型自立訓練事業所 就労移行支援事業所 

就労継続支援A型事業所 就労継続支援B型事業所 

共同生活援助事業所 指定特定相談支援事業所 

指定地域移行支援事業所 指定地域定着支援事業所 

児童福祉サービス 

保育所 （認可保育所のみ 認可外保育施設は対象外）  

認定こども園 助産施設 乳児院 

母子生活支援施設 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 

障害児相談支援事業所 障害児入所施設 児童発達支援センター 

児童発達支援事業所 
放課後等デイサービス事業

所 
保育所等訪問支援事業所 

児童自立支援施設 児童館 児童家庭支援センター 

小規模保育事業所 事業所内保育事業所 家庭的保育事業所 

小規模住居型児童養育事業所 児童自立生活援助事業所 居宅訪問型保育事業所 

その他 救護施設（保護施設） 授産施設（保護施設）  

 

認証制度の対象事業種別について

○対象事業所数 約2,100
○認証事業所数 199

○対象事業所数 約980
○認証事業所数 68

○対象事業所数 約520
○認証事業所数 24

【合計】

○対象事業所数 約3,600

○認証事業所数 292

○対象事業所数 3
○認証事業所数 1

３

介護サービスのうち、
介護療養型医療施設及び

短期入所療養介護事業所を追加


